
令和8年5月からの既存スクール生様の価格改定についてのご説明となります。

全てのお客様が下記のケースのいずれかに該当しますので、ご確認をお願い致します。

基本的にお客様お1人当たり（ご家族複数人で受講中のお客様は1家族当たり）、+1,100円となります。

パターン1 スクールに通われているのがお1人の場合（強化ABを除く）

ケース1 1つのクラスを受講中のお客様　⇒　　　現在の料金　+　1,100円

ケース2 W受講中のお客様　⇒　1つ目のお月謝が+1,100円、2つ目のお月謝は据え置き

パターン2 スクールに通われているのがご家族で複数の場合

ご家族（同一口座にて口座振替中）の基準となるお客様のお月謝が　+1,100円となり、割引き料金は据え置きとなります。

（基準について）

例1）（保護者割）お子様+保護者様で受講中・・・お子様が基準となり保護者様は割引き料金

例2）（兄弟割）ご兄弟で受講中・・・金額の高い方が基準となり、低い方が割引き料金（同額の場合は1人が割引料金）

下記のケース3～6は同一口座よりまとめて口座振替のお客様。ケース7は別々の口座にて口座振替のお客様。

ケース3 　お子様5,500円、保護者様（保護者割）　4,400円　　計9,900円　⇒　お子様6,600円、保護者様4,400円　　計11,000円

ケース4 　兄5,500円、弟（兄弟割）　4,400円　　計9,900円　　⇒　兄6,600円、弟4,400円　　計11,000円

ケース5 　兄（強化A）28,600円、弟（兄弟割）4,400円　計33,000円　⇒　改定なし（今回は強化ABは価格改定がないため）

ケース6 　ご主人8,800円、奥様8,800円　計17,600円　⇒　ご主人9,900円、奥様8,800円　　計18,700円

ケース7 　ご主人8,800円、奥様（別口座）8,800円　計17,600円　⇒　ご主人9,900円、奥様9,900円　　計19,800円

以上となります。何卒、ご理解とご了承のほどお願い申し上げます。

なお、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問合せ下さい。
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